
鹿児島県　長島町

　【歳入】

　　　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 80,811千円

　【歳出】

　　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 単位：千円

国県支出金 地方債 その他
社会保障財源化分の
地方消費税交付金

一般財源

社会福祉 1,649,932 990,150 7,500 55,246 50,000 547,036

社会保険 3,522,099 2,051,462 0 2,927 1,768 1,465,942

保健衛生 66,475 1,042 0 2,186 29,043 34,204

合　　計 5,238,506 3,042,654 7,500 60,359 80,811 2,047,182

＊１
         医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費です。

＊２ 社会福祉には，障害者福祉，高齢者福祉，児童福祉，生活保護などが含まれます。

＊３ 社会保険には，国民年金，国民健康保険，介護保険，後期高齢者医療が含まれます。

＊４ 保健衛生には，疾病予防対策，健康増進事業などが含まれます。

社会保障４経費とは，社会保障給付公費負担のうち，制度として確立された年金，

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　平成26年４月１日から消費税率が５％から８％に引上げられたことに伴い，地方消費税
交付金の増収分については，社会保障施策に要する経費（人件費以外）に充当し，その使
途を明確化することとされています。

5,238,506千円

事業区分
平成30年度
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財源内訳

特定財源 一般財源


